
この調査へのご協力について
●この調査は、同意いただいた方のみを対象にしており、同意いただ

けない場合でも不利益はありません。

●この調査に同意いただいた場合であっても、いつでも同意を撤回する

ことができます。

本調査の事務局は、環境省より医療法人社団こころとからだの元氣プラザが請負っています。

お問い合わせ先

調査事務局 0120-992-912
【FAX】03-5210-6673   【Email】ishiwata@genkiplaza.or.jp

環境省では、効果的な石綿ばく露者の健康管理の在り方
を検討しており、令和2年度からは石綿関連疾患の早期
発見、早期救済の可能性を検証するための知見を収集
することを目的とした調査を実施しています。

有所見者の疾患の

早期発見可能性に

関する調査について 

個人情報の保護について

●この調査で取得した個人情報は、この調査の目的以外には使用しません。
●この調査で取得した個人情報は、環境省の監督のもと調査事務局の個人情報管
理者が厳重に管理します。
●この調査で取得した個人情報は、調査目的の達成のため環境省が調査に必要な
範囲で共同利用します。
●この調査で取得した個人情報は、調査目的の達成のため医療機関と共同利用し
ます。

●別途実施される「石綿読影の精度に係る調査」の対象地域に居住している方の情
報は、受診有無や経過観察の状況など把握するために、対象自治体と共有します。
●調査結果を公表する場合は、個人を特定できないように集計した上で公表します。
●ご本人から個人情報の開示の申し入れがあった場合には開示し、内容に誤りが
ある場合には訂正、削除します。個人情報の管理や開示等に関するお問い合わせ
は、調査事務局にてお受けします。

共同利用する事業者の範囲 共同利用する項目

共同利用の目的 共同利用責任者

環境省、調査事務局、医療機関 氏名、住所、生年月日、検査結果等

調査研究、検査の実施、結果の郵送等 調査事務局



指定医療機関 一覧表

アスベスト疾患センター

読影調査参加自治体の指定医療機関一覧表（予定）

1 13 関西労災病院

2 14 神戸労災病院

3 15 和歌山労災病院

4 16 山陰労災病院

5 17 岡山労災病院

6 18 中国労災病院

7 19 山口労災病院

8 20 香川労災病院

9 21 愛媛労災病院

10 22 九州労災病院

11 23 長崎労災病院

12

北海道中央労災病院

釧路労災病院

東北労災病院

千葉労災病院

東京労災病院

関東労災病院

横浜労災病院

新潟労災病院

富山労災病院

浜松労災病院

中部労災病院

旭労災病院 24 熊本労災病院

近畿中央呼吸器センター

羽島市民病院

兵庫医科大学病院

明和病院

奈良医療センター

北九州市立門司病院

平成記念病院

産業医科大学病院

久留米大学病院

25

26

27

28

29

30

31

32

33

令和7年8月1日  ～  令和8年1月31日受付期間

申請をご希望の方は、裏面の「問い合わせ先」までご連絡ください。申請書・同意書を送付しま
す。期日までに所定の申請書・同意書を提出してください（当日消印有効）。申請者多数の場合、
受付期間終了前に受付を終了する場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。

この調査では、石綿ばく露の把握及び胸部X線検査または胸部CT検査のうち事務局が指定
する検査を実施します。
●石綿ばく露の把握は、調査票を用いて行います。環境省のこれまでの調査に参加され、石綿
ばく露の聴取が行われている場合はその結果も利用します。
●石綿ばく露の状況に応じて、必要と認められる場合は胸部X線検査・胸部CT検査のうち事
務局が指定するいずれかを指定医療機関で受診していただきます。詳細についてはお問い合わ
せください。

検査項目

●市町村が実施する肺がん検診や職場の健診等（以下「既存検診等」という）に参加された者
（今年度参加予定者を含む）であって、今後も参加される意志のある者
●石綿関連所見（胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、胸膜腫瘍（中皮腫）疑い、
肺野の間質影、円形無気肺、肺野の腫瘤状陰影、リンパ節の腫大等）を有する者
●呼吸器疾患で医療機関を受診しておらず、かつ、受診する必要がない者

参加条件（以下の条件をすべて満たす者）

受付期間及び申請方法

検査費用（環境省が一部負担）

●この調査において指定医療機関で受診した指定の検査に係る費用、事務局の依頼により画
像を取り寄せた場合の取り寄せにかかる費用、及び当該画像を用いた読影等の検査費用を環
境省が負担します。
●指定医療機関での検査の結果、追加で胸部ＣＴ検査が必要となった場合は、胸部ＣＴ検査を
受診し、その診断結果をご提供いただいた場合に限り、胸部CT検査に係る費用の自己負担分
を環境省が負担します。
※交通費は各自負担となりますのでご注意ください。

指定医療機関は今後増加する可能性があります。詳しくは「調査事務局」までお問い合わせください。

（※）今年度内に胸部CT検査を受診している場合は直近の胸部ＣＴ画像を取り寄せていただき、その画像を用いて読影等の検査を行います。

胸部X線検査検査受診の例

石綿関連所見なし 既存検診等

胸膜プラークあり 既存検診等 ＋ 胸部CT線検査
石綿関連所見あり

胸膜プラークなし 既存検診等 ＋ 胸部X線検査


